
 

墨田区食育推進計画改定支援業務委託プロポーザル実施要領 
 
１ 目的 
  令和４年６月に策定した「墨田区食育推進計画」を改定するにあたり、一連の業務の受託者

を公募型プロポーザル方式により選定する手続について、必要な事項を定めるものである。 
 
２ 業務概要 
（１）件名 

墨田区食育推進計画改定支援業務委託 

（２）概要 
   別紙「仕様書」のとおり 
（３）契約締結日 
   令和８年４月１日（予定） 
（４）契約期間 
   契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

 
３ 提案限度価格 
    ６，０００，０００円（税込） 

 
４ 応募資格 
プロポーザルに参加する事業者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１）対象業務における区での競争入札参加資格を有していること。 
（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない

こと。 
（３）墨田区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱（平成１８年９月２０日１８墨総契第３８

７号）による指名停止を受けていないこと。 
（４） 墨田区契約における暴力団等排除措置要綱（平成２３年５月１６日２３墨総契第１３５号）
による入札参加除外措置を受けていないこと。 

（５）墨田区と同等以上の人口を有する他自治体おいて、健康に関する関連調査の業務受託実績

を有すること。 
（６）当該委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分

な管理能力を有していること。 
 
５ スケジュール（予定） 

 項目 日程（提出期限） 

1 公募開始・実施要領等配布 令和８年２月２日（月） 

２ 質問書の提出期限 令和８年２月９日（月）午後５時まで 

３ 質問に対する回答 令和８年２月１３日（金）予定 

４ 参加表明書及び企画提案書等の提出期限 令和８年２月１７日（火）午後５時まで 

５ 書類審査（第１次審査）結果の通知 令和８年２月２４日（火）予定 

６ 
プレゼンテーション審査（第２次審査）の

実施 
令和８年３月５日（木）予定 

７ 
プレゼンテーション審査（第２次審査）結

果の通知 
令和８年３月９日（月）以降 

８ 契約締結 令和８年４月１日（水）予定 



 

６ 実施要領及び必要書類の掲載 
（１）配布日 
   令和８年２月２日（月）から令和８年２月１７日（火）まで 
（２）配布方法 
   墨田区ホームページからのダウンロードによる。 
   URL http://www.city.sumida.lg.jp/ 
 
７ 質問受付及び回答 
  本要領等に関する質問を次のとおり受け付ける。 
（１）受付期限 令和８年２月９日（月）午後５時【必着】 
（２）受付方法 別紙「質問票」（様式１）により電子メールで提出すること。  
        メールアドレス：kenkousuishin@city.sumida.lg.jp 

   ※受付期間を過ぎた質問並びに電話、FAX及び訪問による質問は受け付けない。 
      ※メール件名は「【貴社名】墨田区食育推進計画改定支援業務委託の質問」とする。 
（３）回答方法 令和８年２月１３日（金）【予定】に、競争上の地位その他の正当な利益を害す

る恐れのある質問を除き、質問者名を伏せた上で、区ホームページ上で回答す

る。 

 
８ 参加表明書及び企画提案書等の提出 
（１）提出期限 令和８年２月１７日（火）午後５時【必着】 
（２）提出先  〒130-8628 墨田区横川五丁目７番４号 すみだ保健子育て総合センター２階 
        墨田区保健衛生部健康推進課 
        電話：０３－５６０８－６５１７ 
（３）提出方法 持参又は郵送による。 
        ※持参の場合は平日午前８時３０分から午後５時までに提出すること。 
        ※郵送に関する事故については、区は一切責任を負わないものとする。 
（４）提出書類 ①参加表明書（様式２） 
        ②会社概要書（様式３） 
        ③実務実績（様式４） 
        ④企画提案書（実施体制を含む） 
        ⑤本業務に当たる人員体制 
        ⑥法人役員名簿 
        ⑦過去３年分の財務指標 
        ⑧見積書及び見積り内訳書 
        ※④～⑧については、任意様式 A４判（両面可）とする。 
（５）提出部数 ①参加表明書 １部（正本） 
        ②～⑧    ８部（正本１部、副本７部） 
        ※会社名（会社名が類推されるロゴ等含む）は、正本にのみ記載すること。 
 
９ 企画提案書の記載項目 
（１） 企画提案書は、「１１審査項目及び審査基準」を参考に、別紙「仕様書」の内容に基づいて

記載すること。 

なお、本区または本事業に有益と考えられる独自の提案等について記載することは差し支

えない。 

（２） 企画提案書は、Ａ４判（縦横自由）とし、様式は任意とする。各ページには、ページ番号

http://www.city.sumida.lg.jp/
mailto:kenkousuishin@city.sumida.lg.jp


 

を記載すること。 

（３） 企画提案書は、専門知識を有しない者であっても容易に理解できる内容で記載すること。 
（４） 企画提案書の内容で仕様確定とするものではない。  
 
１０ 選定方法 
   本区職員による書類審査及びプレゼンテーション審査（以下「プレゼン審査」という。）に

より選定する。 
（１）第１次審査（書類審査） 
      提出された書類に不備がないか確認し、不備がなければ選考対象とし、結果はすべての事

業者に電子メールで通知する。 

（２）第２次審査（プレゼン審査） 
第１次審査（書類審査）を通過した事業者に対し、令和８年３月上旬に第２次審査（プレ

ゼン審査）を行う。第２次審査は、企画提案書に関するプレゼンテーション（１５分以内）

及び本区職員によるヒアリング（１０分程度）により行う。実施時間、場所、必要な持ち物

等の詳細は、別途連絡する。 

 

１１ 審査項目及び審査基準 

 審査に当たっては、以下の項目について総合的に判断し選定を行う。 

審査項目 評価内容 
業務実績 ・ 同様業務の自治体からの受託実績 

・ 本区における受注実績・成果 
担当の体制及び担当者の

能力・経験等 
・ 同様業務に携わった経験値 
・ 食育推進に関する知識及び理解度 
・ 業務遂行体制・サポート体制 

業務遂行能力 ・ 会社概要（資本金、従業員数等） 
・ 受託に対する姿勢 

提案内容 ・ 実施方針及び手法の妥当性 
・ スケジュールの実現性 
・ 本区の食育推進の特性に関する理解度 
・ 国及び東京都の食育推進計画等に関する理解度 

見積額 ・ 経費の妥当性 
 
１２ 事業者の選定 
   審査結果については、別途、通知する。 
 
１３ 契約手続 
（１）契約の締結 

選定された事業者は、本業務の受注候補者として、企画提案書に基づき、本区と詳細な内

容について協議を行った上で、墨田区契約事務規則（昭和３９年墨田区規則第１１号）の規

定に基づき、予算の範囲内において契約を締結する。 
（２）次順位者の繰上げ 

受注候補者と契約を締結することができない事由が生じた場合は、総合点の合計が次順位

以下となった提案者のうち、点数が上位であった者から順に契約締結の交渉を行うこととす

る。 
 



 

１４ その他 
（１）提出書類等の作成及びプロポーザルの参加に関する費用の全ては、提案者の負担とする。 
（２）提出された企画提案書等は返却しない。また、提出後の加除修正は認めない。ただし、提

出後、本区の判断により内容の確認、追加資料の提出を求めることがある。 
（３）提出書類は、審査の用途以外に使用しない。ただし、本件に係る情報公開請求があった場

合は、墨田区情報公開条例（平成１３年３月２９日条例第３号）に基づき、非公開情報を除

き提出書類を開示する。 
（４）本プロポーザルに関連し知り得た情報については、本区の承諾を得ることなく、第三者に

漏らしてはいけない。 
（５）提案者が次の事項に該当した場合は、失格とする。 
ア 実施要領に定める手続を遵守しない場合 
イ 応募書類に虚偽の記載をした場合 
ウ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

（６）審査結果に係る異議申し立ては、一切受け付けない。 
 
１５ 問合せ・提出先 

墨田区保健衛生部健康推進課地域保健担当 

   担当：乾・平塚 
 〒130-8628 墨田区横川五丁目７番４号 すみだ保健子育て総合センター２階 
 電話：０３－５６０８－６５１７  

   メールアドレス：kenkousuishin@city.sumida.lg.jp 
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